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１  業 務 名  

  柏 崎 市 地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画 改 訂 支 援 業 務 （ 以 下 「 本 業 務 」

と い う 。）  

 

２  業 務 目 的  

柏 崎 市（ 以 下「 本 市 」と い う 。）は 、明 治 期 の 石 油 産 出 に よ る 近

代 工 業 都 市 化 を 端 緒 に 、 も の づ く り 産 業 の 集 積 を 経 て 、 原 子 力 発

電 と 関 連 産 業 に よ り 発 展 を 遂 げ た 「 エ ネ ル ギ ー の ま ち 」 と し て 、

現 在 は 、再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー（ 以 下「 再 エ ネ 」と い う 。）と 原 子 力

発 電 の 共 存 に よ る カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル を 目 指 し て い る 。  

令 和 2( 2 0 2 0 )年 1 2 月 に 、「 20 3 5 年 カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル 」 へ の

挑 戦 を 表 明 し 、令 和 6( 2 0 2 )年 3 月 に は こ の 考 え 方 を 示 す「 柏 崎 市

ゼ ロ カ ー ボ ン シ テ ィ 推 進 戦 略（ 以 下「 戦 略 」と い う 。）」を 策 定 し 、

地 域 脱 炭 素 と 経 済 の 好 循 環 に よ る 地 方 創 生 を 目 指 し て い る 。  

こ の 戦 略 で は 、 国 の 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 （ 以 下 「 排 出 量 」 と い

う 。） 20 3 0 年 4 6％ 削 減 目 標 及 び そ の 先 の 20 5 0 年 カ ー ボ ン ニ ュ ー

ト ラ ル を 目 指 す 排 出 量 削 減 目 標 と 比 較 し 、 同 等 レ ベ ル 以 上 の 削 減

目 標 を 設 定 し 、 産 業 界 の 再 エ ネ 導 入 を 始 め と す る 部 門 別 の 排 出 量

削 減 を 進 め る こ と と し て い る 。 こ れ に 加 え て 、 本 市 が 出 資 す る 地

域 エ ネ ル ギ ー 会 社 「 柏 崎 あ い ・ あ ー る エ ナ ジ ー ㈱ 」 に よ る 電 力 融

通 ・ 調 整 機 能 を 活 用 し 、 本 市 の ア ド バ ン テ ー ジ で あ る 原 子 力 発 電

や 日 本 海 側 海 底 直 流 送 電 線 を 通 じ た 洋 上 風 力 発 電 等 に よ る 脱 炭 素

電 力 を 調 達 ・ 市 域 供 給 す る こ と で 、20 3 5 年 カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル

を 達 成 す る 考 え で あ る 。  

ま た 、 将 来 構 想 と し て 、 現 在 本 市 で 事 業 者 の 実 証 が 進 み 、 地 域

資 源 と し て 芽 が 出 て き て い る 「 水 素 」 を 市 域 で 利 活 用 す る こ と に

よ る 地 域 脱 炭 素 と 、 産 業 界 の 環 境 ・ エ ネ ル ギ ー 産 業 へ の 進 出 を 見

据 え て い る 。  

以 上 を 踏 ま え 、 本 業 務 は 、 現 行 の 「 柏 崎 市 地 球 温 暖 化 対 策 実 行

計 画 （ 以 下 「 実 行 計 画 」 と い う 。）（ 事 務 事 業 編 ・ 区 域 施 策 編 ） に

つ い て 、「 地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 」（ 以 下 「 温 対 法 」

と い う 。） に よ り 、 国 の 「 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 」（ 以 下 「 政 府 実 行

計 画 」と い う 。）に 基 づ い て 目 標 値 や 取 組 等 を 見 直 し 、本 市 の 戦 略

の 考 え 方 を 反 映 さ せ る 目 的 で 改 訂 を 実 施 す る 。  
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３  業 務 対 象 区 域  

  柏 崎 市 内 全 域  

 

４  業 務 委 託 期 間  

  契 約 締 結 の 日 か ら 令 和 8( 2 0 2 6 )年 3 月 3 1 日 ま で  

 

５  実 行 計 画 改 訂 体 制  

  主 管 課 は 、「 柏 崎 市 市 民 生 活 部 環 境 課 環 境 政 策 係 」  

 

６  参 考 資 料  

 ⑴  柏 崎 市 第 五 次 総 合 計 画  後 期 基 本 計 画  

⑵  柏 崎 市 環 境 基 本 計 画  第 3 次 計 画  

⑶  柏 崎 市 地 域 エ ネ ル ギ ー ビ ジ ョ ン  

⑷  柏 崎 市 地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画（ 平 成 29 年 3 月 改 訂 版 ）及 び

柏 崎 市 地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画 （ 令 和 4( 2 0 2 2 )年 1 月 改 訂 版 ）  

⑸  柏 崎 市 ゼ ロ カ ー ボ ン シ テ ィ 推 進 方 針  

⑹  柏 崎 市 ゼ ロ カ ー ボ ン シ テ ィ 推 進 戦 略  

 

７  業 務 内 容  

本 業 務 の 遂 行 に 当 た っ て は 、「 温 対 法 」及 び「 政 府 実 行 計 画 」に

基 づ い て 行 う こ と 。 ま た 、 環 境 省 が 公 表 し て い る 最 新 の 「 地 方 公

共 団 体 実 行 計 画 策 定 ・ 実 施 マ ニ ュ ア ル 」 に 準 拠 し て 行 う こ と 。  

 ⑴  実 行 計 画 （ 事 務 事 業 編 ） の 改 訂  

  ア  現 行 の 実 行 計 画 の 評 価  

    現 行 の 実 行 計 画 全 体 の 総 括 的 な 点 検 及 び 評 価 を 実 施 し 、 目

標 達 成 状 況 や 成 果 及 び 課 題 を 整 理 し 、 改 訂 方 針 を 検 討 す る こ

と 。  

  イ  基 本 的 事 項 の 整 理  

    各 施 設 の 運 用 状 況 や エ ネ ル ギ ー 使 用 量 等 、 排 出 量 の 状 況 や

エ ネ ル ギ ー 消 費 量 の 算 定 及 び 推 計 等 に 必 要 な 情 報 を 収 集 及 び

分 析 を 行 い 、課 題 を 整 理 す る こ と 。ま た 、計 画 期 間 を 検 討 し 、

上 位 計 画 等 と の 関 係 を 整 理 す る こ と 。  

  ウ  排 出 量 の 削 減 目 標 の 見 直 し  

    上 記 ア 、イ で 整 理 し た 改 訂 方 針 と 課 題 等 を 考 慮 し 、20 3 0 年
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度 に お け る 排 出 量 の 削 減 目 標（ 再 エ ネ 導 入 目 標 を 含 む 。）の 検

討 を 行 う こ と 。  

エ  排 出 量 の 削 減 等 の 目 標 達 成 に 向 け た 取 組 等 の 検 討  

  排 出 量 の 削 減 等 の 目 標 達 成 に 向 け て 、 庁 内 各 部 署 及 び 各 施

設 で 実 行 可 能 な 取 組 項 目 に つ い て 設 定 し 、 具 体 的 で 実 効 性 の

高 い 施 策 を 検 討 す る こ と 。  

 ⑵  実 行 計 画 （ 区 域 施 策 編 ） の 改 訂  

  ア  現 行 の 実 行 計 画 の 評 価  

    現 行 の 実 行 計 画 全 体 の 総 括 的 な 点 検 及 び 評 価 を 実 施 し 、 目

標 達 成 状 況 や 成 果 及 び 課 題 を 整 理 し 、 改 訂 方 針 を 検 討 す る こ

と 。  

  イ  排 出 量 等 の 状 況 把 握 及 び 将 来 推 計  

    現 況 の 排 出 量 の 推 計 ・ 要 因 分 析 を し た 上 で 、 本 市 の 特 性 を

踏 ま え た 将 来 の 排 出 量 に 関 し て 複 数 パ タ ー ン の 推 計 を 行 う こ

と 。 併 せ て 、 本 市 に お け る 再 エ ネ 導 入 ポ テ ン シ ャ ル 及 び 森 林

吸 収 量 を 推 計 す る こ と 。  

  ウ  排 出 量 の 削 減 目 標 の 見 直 し  

    各 部 門 の 排 出 量 の 削 減 目 標 は 、 国 の 目 標 値 及 び 本 市 が 実 行

可 能 な 削 減 量 を 分 析 し 、 20 3 0 年 度（ 中 期 目 標 ）に お い て は 国

と 同 等 レ ベ ル 、 20 3 5 年 度（ 長 期 目 標 ）に お い て は 同 等 レ ベ ル

以 上 の 排 出 量 の 削 減 目 標（ 再 エ ネ 導 入 目 標 を 含 む 。）の 検 討 を

行 う こ と 。  

  エ  排 出 量 の 削 減 等 の 目 標 達 成 に 向 け た 施 策 等 の 検 討  

    排 出 量 の 削 減 等 に よ る 地 域 脱 炭 素 と 経 済 の 好 循 環 を 同 時 に

実 現 す る た め に 、 必 要 な 施 策 の 方 向 性 及 び 具 体 的 な 取 組 に つ

い て 、 体 系 的 に 整 理 す る と と も に 、 市 民 ・ 事 業 者 ・ 行 政 が 取

り 組 む 実 効 性 の 高 い 施 策 及 び 取 組 を 検 討 す る こ と 。  

    ま た 、 市 域 全 体 と し て 、 エ ネ ル ギ ー 、 公 共 交 通 、 産 業 、 建

築 な ど 本 市 各 部 署 で 実 行 可 能 な 取 組 項 目 に つ い て 設 定 し 、 具

体 的 に 実 効 性 の 高 い 施 策 を 検 討 す る こ と 。  

 ⑶  公 共 施 設 の 電 力 消 費 に 伴 う カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル の 検 討  

本 市 公 共 施 設 全 体 の 電 力 消 費 に 伴 う 20 3 0 年 度 カ ー ボ ン ニ ュ

ー ト ラ ル に 向 け た 方 策 を 検 討 し 、単 年 度 ご と の 再 エ ネ 自 家 消 費・

外 部 調 達 な ど の 内 訳 別 使 用 電 力 量 の 推 計 を 作 成 す る こ と 。  
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 ⑷  進 捗 管 理 手 法 の 検 討  

本 市 が 今 後 継 続 的 に 実 行 計 画 の 進 捗 管 理 を 行 え る よ う 、 本 市

の 実 情 に 沿 っ た 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 を 容 易 に 推 計 す る こ と が 可

能 な ツ ー ル を 検 討 す る と と も に 、 そ の 操 作 マ ニ ュ ア ル を 作 成 す

る こ と 。  

⑸  各 種 会 議 の 支 援  

   環 境 審 議 会 等 の 会 議 へ の 出 席 、資 料 作 成 等 の 支 援 を 行 う こ と 。

ま た 、 会 議 で 出 さ れ た 意 見 等 の 整 理 を 行 い 、 実 行 計 画 へ の 反 映

を 検 討 す る こ と 。  

 ⑹  パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト へ の 対 応  

   公 開 資 料 の 作 成 支 援 を 行 う こ と 。 ま た 、 提 出 さ れ た 意 見 等 の

整 理 を 行 い 、 回 答 案 の 作 成 支 援 及 び 実 行 計 画 へ の 反 映 を 検 討 す

る こ と 。  

⑺  本 業 務 に 係 る 、 調 査 及 び 資 料 収 集 、 企 画 編 集 、 原 稿 の 作 成 及

び 監 修 等 の 実 施  

  ア  調 査 及 び 資 料 収 集 等  

本 業 務 に 係 る 調 査 、 資 料 収 集 、 ヒ ア リ ン グ 、 ア ン ケ ー ト 等

を 必 要 に 応 じ て 実 施 す る こ と 。  

  イ  企 画 編 集  

    成 果 品 作 成 に 係 る デ ザ イ ン 、 レ イ ア ウ ト 、 イ ラ ス ト 等 の 企

画 構 成 編 集 を 行 う こ と 。  

  ウ  原 稿 作 成 及 び 監 修 等  

    成 果 品 作 成 に 係 る 原 稿 作 成 、 校 正 、 監 修 等 を 行 う こ と 。  

  エ  そ の 他  

    上 記 ア ～ ウ に お い て 本 市 と 相 互 に 確 認 を 行 い 、 内 容 に つ い

て 承 認 を 受 け る こ と 。  

 ⑻  共 通 事 項  

ア  国 内 外 の 動 向 や 国 及 び 新 潟 県 の 施 策 の ほ か 、 ２ 業 務 目 的 及

び ６ 参 考 資 料 に 示 す 本 市 の 関 連 計 画 や 取 組 等 を 反 映 し 、 関 係

性 を 整 理 す る こ と 。  

  イ  委 託 者 か ら の 求 め に 応 じ て 、 本 業 務 に 関 連 す る 最 新 の 専 門

的 知 見 に よ る 助 言 等 の 支 援 を 行 う こ と 。  

 ⑼  そ の 他  

   本 業 務 の 履 行 に 当 た っ て 必 要 な 業 務 が 生 じ た 場 合 は 、 委 託 者
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と 協 議 し て 適 切 に 実 施 す る こ と 。  

 

８  改 訂 ス ケ ジ ュ ー ル  

改 訂 ス ケ ジ ュ ー ル の 概 要 は 次 の と お り と す る 。 詳 細 な 日 程 は 、

委 託 者 と 受 託 者 の 協 議 に よ り 決 定 す る 。  

時  期  内  容  

令 和 7( 2 0 2 5 )年 6 月 初 旬  委 託 契 約  

6 月 ～ 8 月  
素 案 の 作 成 、打 合 せ 、進 捗 状 況 報 告（ 必

要 に 応 じ て 随 時 ）  

8 月 下 旬  
第 1 回 環 境 審 議 会 に て 素 案 の 説 明 （ 委

託 者 が 実 施 ）  

9 月 ～ 11 月  
改 訂 案 の 作 成 、 打 合 せ 、 進 捗 状 況 報 告

（ 必 要 に 応 じ て 随 時 ）  

1 1 月  第 2 回 環 境 審 議 会 に て 改 訂 案 の 説 明  

1 2 月  パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト の 実 施  

1 2 月  
市 議 会 に て 改 訂 案 の 説 明 （ 委 託 者 が 実

施 ）  

令 和 8( 2 0 2 6 )年 1 月  改 訂  

3 月  
第 3 回 環 境 審 議 会 に て 改 訂 内 容 の 説 明

（ 委 託 者 が 実 施 ）  

 

９  成 果 品  

  本 業 務 の 成 果 品 は 、 次 の と お り と す る 。 な お 、 下 記 ⑵ 及 び ⑶ に

つ い て は 、 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン に 配 慮 す る こ と 。  

 ⑴  業 務 報 告 書  5 部  

 ⑵  実 行 計 画 概 要 版  1 0 0 部 （ A4 カ ラ ー 版 中 綴 じ 8 ペ ー ジ 程 度 ）  

 ⑶  実 行 計 画 製 本 版  5 0 部 （ A4 カ ラ ー 版 10 0 ペ ー ジ 程 度 ）  

 ⑷  そ の 他 関 係 書 類 及 び 業 務 履 行 に 当 た り 収 集 し た デ ー タ  

 ⑸  上 記 ⑴ ～ ⑷ の 電 子 デ ー タ を 収 納 し た 電 子 媒 体 一 式 （ CD - R 等 ） 

 

1 0  受 託 者 の 責 務  

 ⑴  受 託 者 は 、 本 業 務 の 履 行 に 当 た り 、 本 業 務 の 目 的 ・ 趣 旨 等 を

十 分 に 理 解 し た 上 で 、 本 仕 様 書 及 び 関 係 法 令 、 基 準 、 規 程 等 を
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遵 守 し 、 最 高 の 知 識 、 知 見 を 発 揮 し て 業 務 を 遂 行 し な け れ ば な

ら な い 。  

 ⑵  受 託 者 は 、 本 業 務 の 実 施 に 当 た り 、 委 託 者 と 詳 細 な 協 議 を 行

い 、 承 認 を 受 け た 後 、 作 業 を 進 め る も の と す る 。 ま た 、 委 託 者

と 綿 密 な 連 絡 を 取 り 、 業 務 を 遂 行 し な け れ ば な ら な い 。  

 ⑶  本 仕 様 書 は 、 本 業 務 に 必 要 な 基 礎 的 事 項 の み を 示 し た も の で

あ り 、 こ れ ら に 記 載 さ れ て い な い 事 項 で あ っ て も 、 必 要 と 認 め

ら れ る も の は 、受 託 者 が 責 任 を も っ て 充 足 し な け れ ば な ら な い 。 

 

1 1  業 務 の 再 委 託  

  受 託 者 は 、 本 業 務 の 履 行 に 当 た り 、 業 務 の 全 部 又 は 大 部 分 を 一

括 し て 第 三 者 に 委 託 し 、 又 は 請 け 負 わ せ て は な ら な い 。 た だ し 、

あ ら か じ め 委 託 者 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 た 場 合 は 、 こ の 限 り で な

い 。  

 

1 2  契 約 の 変 更  

  受 託 者 か ら の 申 出 に よ る 業 務 内 容 等 の 変 更 に 伴 う 契 約 の 変 更 は 、

原 則 と し て 行 わ な い 。 た だ し 、 受 託 者 の 責 め に 帰 す こ と の で き な

い 理 由 に よ り 、 契 約 の 変 更 の 必 要 が 生 じ た 場 合 に は 、 こ の 限 り で

な い 。  

 

1 3  提 出 書 類  

  受 託 者 は 、 本 業 務 の 着 手 及 び 完 了 時 に 、 以 下 の 書 類 を 提 出 し 、

委 託 者 の 承 認 を 受 け る も の と す る 。  

 ⑴  本 業 務 着 手 時  

  ア  業 務 委 託 着 手 届  

  イ  業 務 実 施 計 画 書 （ 実 施 体 制 を 含 む 。）  

  ウ  業 務 工 程 表  

 ⑵  本 業 務 完 了 時  

  ア  業 務 委 託 履 行 届  

  イ  成 果 品  

 

1 4  成 果 品 の 権 利  

 ⑴  本 業 務 に よ り 作 成 し た 成 果 品 の 著 作 権 、 特 許 権 、 使 用 権 等 の
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諸 権 利 は 、 委 託 者 に 帰 属 す る も の と す る 。  

 ⑵  履 行 期 間 終 了 後 、 委 託 者 の 承 諾 を 得 ず に 本 業 務 に よ り 得 ら れ

た 成 果 品 を 始 め と す る 各 種 資 料 に つ い て 、 受 託 者 は 、 保 持 し な

い こ と と す る 。  

 

1 5  検 査  

 ⑴  受 託 者 は 、成 果 品 の 引 渡 し に 当 た っ て は 期 限 を 遵 守 し 、か つ 、

委 託 者 の 検 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 ⑵  受 託 者 は 、 成 果 品 の 検 査 に お い て 訂 正 を 指 示 さ れ た 場 合 は 、

直 ち に 訂 正 し な け れ ば な ら な い 。  

 ⑶  成 果 品 の 引 渡 し 後 に お い て 、 受 託 者 の 責 め に 帰 す べ き 誤 り が

発 見 さ れ た 場 合 は 、 受 託 者 の 責 任 に お い て 所 要 の 訂 正 又 は 修 正

を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

1 6  契 約 金 額 の 支 払  

 ⑴  受 託 者 は 、 15⑴ の 規 定 に よ る 検 査 に 合 格 し た と き は 、 契 約 金

額 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。  

 ⑵  委 託 者 は 、 受 託 者 が 提 出 す る 適 法 な 請 求 書 を 受 領 し た 日 か ら

起 算 し て 30 日 以 内 に 契 約 金 額 を 一 括 し て 受 託 者 に 支 払 う も の

と す る 。  

 

1 7  図 書 の 貸 与  

 ⑴  受 託 者 は 、 業 務 の 実 施 に 際 し 、 必 要 な 図 書 資 料 等 を 委 託 者 の

承 諾 を 受 け 、 借 り 受 け る も の と す る 。  

 ⑵  受 託 者 は 、貸 与 さ れ た 関 係 書 類 を 外 部 に 漏 ら し て は な ら な い 。

ま た 、 業 務 完 了 後 は 速 や か に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。  

 ⑶  受 託 者 は 、 業 務 に 文 献 等 そ の 他 の 資 料 を 引 用 す る 場 合 、 そ の

出 典 名 を 必 ず 明 記 す る も の と す る 。  

 

1 8  契 約 の 解 除  

  委 託 者 は 、 受 託 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 契

約 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

 ⑴  受 託 者 が 契 約 に 違 反 し 、 又 は 業 務 を 受 託 す る 者 と し て 、 委 託

者 が 不 適 切 で あ る と 認 め た と き 。  
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 ⑵  委 託 者 の 事 情 に よ り 、 こ の 契 約 を 解 除 す る 必 要 が あ る と 認 め

た と き 。  

⑶  ⑴ 又 は ⑵ の 規 定 に よ り 契 約 を 解 除 す る 場 合 は 、 受 託 者 が 被 る

損 害 に つ い て 、 委 託 者 は 一 切 そ の 責 め を 負 わ な い も の と す る 。  

 

1 9  損 害 賠 償 責 任  

  受 託 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 そ の 損 害 を

委 託 者 又 は 被 害 者 に 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 そ の 損 害

の 発 生 が 受 託 者 の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 場 合 に は 、 こ の 限

り で な い 。  

 ⑴  本 業 務 の 実 施 に 際 し 、委 託 者 又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き 。 

 ⑵  契 約 が 解 除 さ れ た 場 合 に お い て 、 受 託 者 が 委 託 者 に 損 害 を 与

え た と き 。  

 

2 0  秘 密 の 厳 守  

 ⑴  受 託 者 は 、 本 業 務 で 知 り 得 た 全 て の 事 項 に つ い て 秘 密 を 厳 守

し 、 委 託 者 の 承 認 な し に 他 に 漏 ら し た り 、 転 用 し た り し て は な

ら な い 。  

 ⑵  受 託 者 は 、 成 果 品 を 他 人 に 閲 覧 さ せ 、 複 写 又 は 譲 渡 し て は な

ら な い 。た だ し 、委 託 者 の 承 認 を 得 た と き は 、こ の 限 り で な い 。  

 

2 1  個 人 情 報 の 取 扱 い  

  受 託 者 は 、 本 業 務 の 実 施 に 当 た り 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し な

け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  本 業 務 上 に お い て 取 得 し た 個 人 情 報 の 機 密 保 持 に 関 し 、 個 人

情 報 の 漏 え い 、 滅 失 又 は 破 損 の 防 止 そ の 他 の 適 切 な 措 置 を 講 じ

る こ と 。  

 ⑵  再 委 託 を 行 う 際 は 、 個 人 情 報 の 適 切 な 管 理 を 行 う 能 力 を 有 す

る も の に 行 う も の と し 、 あ ら か じ め 委 託 者 の 承 諾 を 得 る こ と 。  

 ⑶  本 業 務 の 利 用 目 的 以 外 に 利 用 し な い こ と 。  

 ⑷  個 人 情 報 の 漏 え い 等 の 事 案 が 発 生 し た 場 合 、 速 や か に 委 託 者

に 報 告 を 行 い 、 被 害 の 拡 大 防 止 、 復 旧 等 の た め に 必 要 な 措 置 を

講 じ る こ と 。  

 ⑸  本 業 務 の 履 行 期 間 終 了 後 、 個 人 情 報 が 記 載 さ れ て い る 媒 体 が



 

 

10 

 

不 要 と な っ た と き は 、 個 人 情 報 の 復 元 又 は 判 読 が 不 可 能 な 方 法

に よ り 情 報 の 消 去 又 は 廃 棄 を 行 う こ と 。  

 ⑹  委 託 者 が 貸 与 し た 個 人 情 報 は 、 本 業 務 履 行 期 間 終 了 後 速 や か

に 返 却 す る こ と 。  

 

2 2  そ の 他 、 留 意 事 項  

⑴  本 業 務 に 伴 う 必 要 な 経 費 は 、 仕 様 書 に 明 記 の な い も の で あ っ

て も 、 原 則 、 受 託 者 の 負 担 と す る 。  

⑵  業 務 の 履 行 に 当 た っ て 、 委 託 者 と 連 携 を 密 に 保 ち 、 随 時 機 会

を 捉 え て 打 合 わ せ を 行 い 、遅 滞 な く 調 査・検 討 を 進 め る 。な お 、

打 合 せ は WE B 会 議 も 可 と し 、 議 事 録 は 受 託 者 が 作 成 し 、 速 や か

に 提 出 す る も の と す る 。  

⑶  受 託 者 は 、 本 業 務 の 実 施 に 当 た り 、 疑 義 が 生 じ た 場 合 は 、 速

や か に 委 託 者 に 報 告 し 、 指 示 を 受 け る も の と す る 。  


